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第１章 はじめに 

［検討の経緯］ 

 

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正す

る法律（令和２年法律第 30号）の施行により、令和３年４月１日から、東日

本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本・西日

本」という。）は、一定の要件を満たす場合に限り、総務大臣の認可を得て、

他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務の提供を行うことが

可能となった。これを受け、ＮＴＴ東日本・西日本がワイヤレス固定電話の提

供開始を令和５年度第２四半期以降に予定しているため、ユニバーサルサー

ビス交付金制度に基づく補填及び接続料の在り方についての検討が求められ

ている。 

 

また、ＮＴＴ東日本・西日本が提供する加入電話については、公衆交換電話

網（以下「ＰＳＴＮ1」という。）の設備（中継交換機・信号交換機）が令和７

年頃に維持限界を迎える中で、令和４年度以降、ＰＳＴＮからＩＰ網へ疎通ル

ートの切替えが行われる予定である。このようなＩＰ網への移行に当たって

は、基礎的電気通信役務（以下「ユニバーサルサービス」という。）の範囲の

在り方及びＩＰ網への移行期間中におけるユニバーサルサービス交付金制度

に基づく補填額算定の在り方についての検討が求められている。 

 

さらに、令和３年７月の情報通信審議会答申「社会経済環境の変化に対応し

た公衆電話の在り方」（以下「令和３年答申」という。）を踏まえた第一種公衆

電話の設置基準の緩和及び事前設置型災害時用公衆電話（以下「災害時用公衆

電話」という。）のユニバーサルサービスへの追加を受け、具体的な第一種公

衆電話の削減計画や、第一種公衆電話及び災害時用公衆電話のユニバーサル

サービス交付金制度に基づく補填の在り方についても検討が求められている。 

 

このように固定電話を巡る環境が大きく変化する中で、令和３年 12月、総

務大臣より「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交

付金制度等の在り方」について諮問が行われ、接続政策委員会及びユニバーサ

ルサービス政策委員会において、補填額の算定方法や、関連する接続料の在り

方等について、様々な観点から調査検討を行った。 

  

本答申は、上記の検討に基づき、現在の環境変化を踏まえ、新サービスや新

しいネットワークに対応したユニバーサルサービス交付金制度の在り方等に

ついて、提言を取りまとめたものである。 

                         
1 ＰＳＴＮ：Public Switched Telephone Network の略。 
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［電話のユニバーサルサービス］ 

 

電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）における電話のユニバーサルサ

ービスは、国民生活に不可欠なサービスであるという特性、誰もが利用可能な

料金で利用できるべきという特性、地域間格差なくどこでも利用可能である

べきという特性を基本的要件とし、同法第７条において、「国民生活に不可欠

であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき」電気通信役務

と規定されている。 

これを受け、電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号）第 14

条において、加入電話（基本料・離島特例通信・緊急通報）、第一種公衆電話

（市内通話・離島特例通信・緊急通報）等がユニバーサルサービスとして規定

されている。 

また、ユニバーサルサービス提供設備との接続等により受益している電気

通信事業者に対し応分の負担（ユニバーサルサービス負担金）2を求め、適格

電気通信事業者（ＮＴＴ東日本・西日本）にユニバーサルサービス交付金を交

付することで、加入電話の高コスト地域の費用の一部や第一種公衆電話の赤

字額等を補填している。  

                         
2 電気通信事業法では接続電気通信事業者等が負担することとされているが、ほとんどの

場合、利用者に転嫁されている。 
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第２章 ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う接続料負担及び補填

の在り方等 

第１節 検討の背景 

 

ＮＴＴ東日本・西日本は、日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和 59

年法律第 85号）により、電話のサービスのあまねく日本全国における適切・

公平・安定的な提供が義務づけられている。 

ＮＴＴ東日本・西日本の本来業務である地域電気通信業務は、従来、自ら設

置した設備を用いて行うことが必要とされていたが、令和元年 12月の情報通

信審議会答申「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証最終答

申」を踏まえ、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一

部を改正する法律（令和２年法律第 30号）が施行されたことにより、将来に

わたる電話の役務の低廉な提供に資するように、ＮＴＴ東日本・西日本は、加

入電話の提供が極めて不経済となる場合等に限り、他の電気通信事業者の電

気通信設備を用いてワイヤレス固定電話の提供を行うことが可能となった。 

なお、ワイヤレス固定電話の加入者回線アクセスは、低廉な基本料金で提供

される場合には 3、ユニバーサルサービスの対象になる。 

 

ＮＴＴ東日本・西日本の説明によると、ワイヤレス固定電話では、相互接続

交換機又はＧＷルータが他事業者との接続を、また中継ルータが次世代ネッ

トワーク（以下「ＮＧＮ4」という。）内での中継を担い、ＮＴＴ東日本・西日

本が卸役務方式により役務提供を受ける携帯電話網が、アクセス網の役割を

果たして、ＮＧＮ内の接続用ルータと需要点のＴＡとの間で通信を疎通させ

る。また、ワイヤレス固定電話用のＳＩＰサーバ及びＦＡＸサーバが新設され

る。 

ＮＴＴ東日本・西日本は、上記の設備構成により、電気通信事業法の技術基

準に適合する形で、ワイヤレス固定電話の提供を予定している。 

 

全国の加入電話回線数 1,360万回線（令和３年９月末時点）のうち、ワイヤ

レス固定電話の提供が認められる主な場合である、「特例地域であって」かつ

「加入者密度が 18回線/km2未満となる」区域における加入電話回線数は、約

60万回線（令和３年９月末時点）である。 

ＮＴＴ東日本・西日本は、ワイヤレス固定電話について、老朽化・故障等に

よるメタルケーブルの再敷設や災害・事故・道路工事等によるメタルケーブル

の提供ルートの変更等を契機として提供することを予定しており、提供回線

数は、サービス提供開始数年後の時点で１万回線に満たない程度、10 年後の

                         
3 ＮＴＴ東日本・西日本は、ワイヤレス固定電話の基本料金について、現行の加入電話と

同水準とする方向で検討中。なお、通話料金については、全国一律のフラットな料金とす

る方向で検討中。 
4 ＮＧＮ：Next Generation Network の略。 
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時点では 10万回線前後になると見込んでいる。 

このような提供見込みを前提とした大胆な推計として、ＮＴＴ東日本・西日

本は、電話網全体で、ワイヤレス固定電話提供開始６年後からコスト削減効果

が現れ始め、10年後の時点では年額約 20～30 億円のコスト削減効果が現れる

と試算している。 

  

ＮＴＴ東日本・西日本は、現在、ワイヤレス固定電話に係るシステム開発等

を進めており、令和５年度第２四半期以降のサービス提供開始を予定してい

る。 

 

 

【ワイヤレス固定電話の提供イメージ】 

 

 
 

 

第２節 ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う接続料負担の在り方 

 

ワイヤレス固定電話は、ＮＴＴ東日本・西日本が、例外的な場合に限定して、

加入電話の代替として提供を予定しているサービスであるが、その設備構成

は、アクセス網に携帯電話網が用いられる等、ＮＴＴ東日本・西日本が現在提

供している固定電話（加入電話、ひかり電話）とは異なる構成となることが予

定されている。また、サービス提供開始当初は、ワイヤレス固定電話の提供回

線数が少数に留まることが見込まれている。 

こうした点を踏まえ、ワイヤレス固定電話の接続料負担の在り方について

検討を行った。 

 

 １ 接続料原価の範囲 

 

１）事業者からの意見 
 

事業者からは、接続料原価の範囲について、主に以下の意見が出された。 

●モバイル網に係るコストについては接続料原価の対象外とすることが適

切。 

●ワイヤレス固定電話のコア網の設備は接続料原価の範囲とすることが適
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切。 

●接続用ルータ及びオペレーションシステム開発費の取扱いは要検討。 

●接続用ルータは接続料原価の対象とすべき。 

●ワイヤレス固定電話の導入に伴い「設備運営に係るシステム」の改修は生

じない見込み。 

 

２）委員からの意見 
 

委員からは、接続料原価の範囲について、主に以下の意見が出された。 

●設備原価がＴＳ5コストとなる設備は、接続料原価の範囲と考えてもよい

のではないか。 

●ワイヤレス固定電話については、設備原価がＴＳコストとなる設備であ

るから無条件に接続料原価の範囲に含めると判断してよいかは疑問。 

●ワイヤレス固定電話の基本料原価の範囲については、加入電話での考え

方に合わせることが整合的。 

 

３）方向性 
 

加入電話では、現在、通信量に依存しないコストを基本料での回収範囲と

することが原則とされており、アクセス網部分が基本料に対応する設備と

なっている。 

ワイヤレス固定電話は、ＮＴＴ東日本・西日本が、例外的な場合に限定し

て、卸役務方式により役務提供を受ける携帯電話網等 6により加入電話のア

クセス網部分を代替し提供するサービスである。 

現在、加入電話のアクセス網部分が基本料に対応する設備となっている

ことを踏まえれば、ワイヤレス固定電話の設備のうち、加入電話のアクセス

網部分を代替するために利用される携帯電話網等についても、基本料に対

応する設備とみなすことが適当である。 

また、ワイヤレス固定電話の設備のうち、加入電話のアクセス網部分を代

替する携帯電話網等以外のコア網の設備（新規に設置されるワイヤレス固

定電話用ＳＩＰサーバ等、ひかり電話と共用される中継ルータ等並びに加

入電話及びひかり電話と共用される相互接続交換機）は、音声通信用接続用

ルータ及びデータ通信用接続用ルータを含め、その費用が通信量に依存す

るコストとなっており、接続料原価の範囲とすることが適当である。 

 

  

                         
5 ＴＳ：Traffic Sensitive の略。 
6 ＮＴＴ東日本・西日本が卸役務方式により役務提供を受ける携帯電話網（ＳＩМカード

を含む。）及びＮＴＴ東日本・西日本が設置するＴＡ。ＮＴＴ東日本・西日本は、加入電

話のアクセス網部分を代替する携帯電話網等をＮＧＮに接続するため、ＮＧＮを終端する

装置として、東日本及び西日本の中継ルータ配下に各２ヵ所、音声通信用接続用ルータ及

びデータ通信用接続用ルータを設置することとしている。 
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【固定電話の設備構成と接続料原価の範囲】 

 

 
 

 

 ２ 接続料原価の算定方法 

 

１）事業者からの意見 
 

事業者からは、接続料原価の算定方法について、主に以下の意見が出され

た。 

●ワイヤレス固定電話に係る設備の接続料原価は原則として長期増分費用

方式（以下「ＬＲＩＣ7方式」という。）により算定すべき。 

●ワイヤレス固定電話用ＳＩＰサーバ及びＦＡＸ用サーバについてはＬＲ

ＩＣ方式による原価算定も含めて検討すべき。 

●ワイヤレス固定電話に係る設備のうち既存の固定電話とのネットワーク

共用区間については実際費用方式により接続料原価を算定することが適

当。 

●ワイヤレス固定電話に係る設備の接続料原価は実際費用方式により算定

することが適当。 

●ワイヤレス固定電話の導入に伴いＬＲＩＣモデルに新たなロジックを追

加すべき。 

●ワイヤレス固定電話を導入してもＬＲＩＣモデルの改修等は直ちに必要

とはならない。 

●ＩＰ網への移行期間中は、ワイヤレス固定電話はメタル電話の需要とみ

なして接続料を算定することが現実的。 

●ワイヤレス固定電話導入の結果、接続料が上昇して接続事業者の負担が

増加することは、認められない。 

 

                         
7 ＬＲＩＣ：Long-Run Incremental Costs の略。 
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２）委員からの意見 
 

委員からは、接続料原価の算定方法について、主に以下の意見が出された 

●ワイヤレス固定電話については、接続料原価部分のコスト削減インセン

ティブが十分であるかが一つの論点。 

●算定方式がＬＲＩＣ方式であっても、将来原価方式であっても、接続料原

価が効率的で適正なものとなることが重要であり、その点を注視するこ

とが必要。 

●ワイヤレス固定電話については、コア網を含めた電話網全体でのコスト

削減効果を確認すべき。 

●ワイヤレス固定電話の導入により、アクセス網に加えてコア網も効率化

するが、コア網の効率化の実現には相当時間を要する見込みということ

であり、それまでの暫定的な対応が必要。 

●ワイヤレス固定電話の導入により接続料が上昇し、接続事業者の負担が

増大することは問題であり、接続料に上限を設けるといった対応が必要。 

●ワイヤレス固定電話が導入されている状況と導入されていない状況で原

価を比較して、前者が後者を上回る場合には事実上キャップをかけて原

価算定を行うという対応は、簡便であり、適当。 

●接続料原価に上限を設ける場合、上限を超える部分はＮＴＴ東日本・西日

本の負担となるが、ＮＴＴ東日本・西日本にはワイヤレス固定電話導入に

よるコスト削減効果も生じるので、上限を設けることでよいと思う。 

●ワイヤレス固定電話の導入に伴い、これを反映した新たなＬＲＩＣモデ

ルを構築するという提案は、少し大げさに感じる。 

 

３）方向性 
 

現在、ＰＳＴＮに係る機能の接続料原価の算定にはＬＲＩＣ方式が、ＮＧ

Ｎに係る機能の接続料原価の算定には将来原価方式が適用されている。ま

た、令和３年９月の情報通信審議会答申「ＩＰ網への移行の段階を踏まえた

接続制度の在り方」において、ＩＰ網への移行後は、メタル収容装置及び変

換装置により提供されるメタルＩＰ電話の収容に係る機能等の接続料原価

の算定にはＬＲＩＣ方式を、ＮＧＮに係る機能の接続料原価の算定には当

面は将来原価方式を用いることが適当とした。 

 

ワイヤレス固定電話の接続料原価の範囲となる各設備の性質に着目し、

上記の整理も参照すると、各設備の原価の算定方法は以下のとおり考えら

れる。 

・相互接続交換機は、ＰＳＴＮを構成する設備群の一部であり、加入電話及

びひかり電話とも共用されているところ、その原価の算定は、非効率性の排

除等を行うため、加入電話及びひかり電話での利用の際と同様に、ＬＲＩＣ

方式により行う。 
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・中継ルータ、旧変換装置、ＧＷルータ、ＳＢＣ、ＥＮＵＭサーバ及びＤＮ

Ｓサーバは、ＮＧＮを構成する設備群の一部であり、ひかり電話とも共用さ

れているところ、その原価の算定は、ひかり電話での利用の際と同様に、ま

ずは将来原価方式により行う。 

・音声通信用接続用ルータ、データ通信用接続用ルータ、ワイヤレス固定電

話用ＳＩＰサーバ及びＦＡＸサーバは、新規に構築され、ワイヤレス固定電

話のみで用いられるＩＰベースの設備であることを踏まえると、その原価

の算定は、ＮＴＴ東日本・西日本がその構築及び維持を十分効率的に行うこ

とを前提として 8、まずは将来原価方式により行う。 

 

上記の算定方法により、一定の仮定の下、ワイヤレス固定電話及び加入電

話/メタルＩＰ電話の接続料原価を試算すると、ワイヤレス固定電話導入開

始時から少なくとも 10 年間は、ワイヤレス固定電話の接続料原価及び加入

電話/メタルＩＰ電話の接続料原価の合計が、ワイヤレス固定電話が導入さ

れていないと仮定した場合 9の加入電話/メタルＩＰ電話の接続料原価を上

回ることが見込まれる。 

ワイヤレス固定電話は、ＮＴＴ東日本・西日本の自己設置設備による電話

サービスの提供を基本としつつ、電話サービスの提供が極めて不経済とな

る場合等に、ＮＴＴ東日本・西日本による役務提供の効率化を可能とするた

めに制度化されたものである。このような制度趣旨を踏まえると、ワイヤレ

ス固定電話が導入された結果、ワイヤレス固定電話が導入されていないと

仮定した場合と比べて、接続事業者の負担が増大することは適当ではない。 

 

 

  

                         
8 ＮＴＴ東日本・西日本は、これら設備の構築及び維持を効率的に行う旨説明していると

ころ、その効率性の実態については、今後注視していくことが必要。 
9 導入済みのワイヤレス固定電話が加入電話/メタルＩＰ電話であると仮定した場合。 
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【ワイヤレス固定電話及び加入電話/メタルＩＰ電話の接続料原価の試算】 

 

 
 

 

したがって、電話網のＩＰ網への移行後（令和７年１月以降）は、ワイヤ

レス固定電話が導入された状況での接続料原価と、ワイヤレス固定電話が

導入されていないと仮定した場合の接続料原価を比較し、前者が後者を上

回る場合には、ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定して接続料

原価を算定することが適当である 10。 

また、電話網のＩＰ網への移行期間中（ワイヤレス固定電話導入開始時か

ら令和６年 12月まで）においても、ＩＰ網への移行開始前・移行完了後の

網を各々想定して、ワイヤレス固定電話が導入された状況での接続料原価

                         
10 接続事業者の負担の増大を回避する方法としては、電話網のＩＰ網への移行前後を問わ

ず、接続料原価の増分に係る負担を後年度に繰り延べる方法も考え得る。ただし、同方法

をとる場合、ワイヤレス固定電話の導入開始時から少なくとも 10 年間は接続料原価の増

分の発生が見込まれることを踏まえると、繰り延べ期間が長期に及ぶと想定されることか

ら、同方法をとることは適当とは考えられない。 
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と、ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定した場合の接続料原価

を比較し、前者が後者を上回る場合には、ワイヤレス固定電話が導入されて

いないと仮定して接続料原価を算定することが考えられる。 

ここで、前述の試算では、電話網のＩＰ網への移行期間中は、ワイヤレス

固定電話の導入回線数がごく限定的であるため、ワイヤレス固定電話が導

入された状況での接続料原価が、ワイヤレス固定電話が導入されていない

と仮定した場合の接続料原価を上回ることが見込まれる。また、電話網のＩ

Ｐ網への移行期間中の加入電話/メタルＩＰ電話の接続料原価は、ＩＰ網へ

の移行開始前・移行完了後の網を各々想定して算定する必要があり、接続料

原価の比較には相応のコストを要する。これらのことを踏まえると、電話網

のＩＰ網への移行期間中は、接続料原価の比較を省略し、ワイヤレス固定電

話が導入されていないと仮定して接続料原価を算定することが適当である。 
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【ＩＰ網への移行後及び移行期間中の続料原価の算定方法】 
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なお、これらの原価算定に当たっては、上記の各設備の性質に着目した算

定方法をとることが適当である。また、これらの原価算定を行うために、ワ

イヤレス固定電話の導入回線数実績値等を毎年度把握することが必要であ

る。さらに、ワイヤレス固定電話提供開始後の接続制度の見直しの必要性に

係る検討に資するように、一定の規模でワイヤレス固定電話が導入される

までの間、ＮＴＴ東日本・西日本によるワイヤレス固定電話導入に係る計画

の策定状況及び当該計画の進捗状況を確認することが必要である。 

 

 ３ 接続料の設定方法 

 

１）事業者からの意見 
 

事業者からは、接続料の設定方法について、主に以下の意見が出された。 

●ＩＰ網への移行前及び移行後のいずれにおいても、ひかり電話と同一の

接続料をひかり電話及びワイヤレス固定電話の双方に適用することが適

当。 

●ＩＰ網への移行期間中は、ワイヤレス固定電話及び加入電話で単一の接

続料を設定することが適当。 

●ＩＰ網への移行後は、ワイヤレス固定電話、メタルＩＰ電話及びひかり電

話で単一の接続料を設定することが適当。 

 

２）方向性 
 

令和３年９月の情報通信審議会答申「ＩＰ網への移行の段階を踏まえた

接続制度の在り方」において、電話網のＩＰ網への移行後のメタルＩＰ電話

及びひかり電話の接続料は、両電話の提供に際して多くの設備が共用され

ること、また両電話の品質が類似していること等を踏まえ、同一の接続料と

して算定することが適当とした。 

 

電話網のＩＰ網への移行後、ワイヤレス固定電話は、携帯電話網を通じて、

メタルＩＰ電話及びひかり電話と同様にＮＧＮに収容され、他事業者との

相互接続点もメタルＩＰ電話及びひかり電話の相互接続点と同一となる等、

接続料原価の範囲となる設備の多くをメタルＩＰ電話及びひかり電話と共

有し、両電話と類似した設備構成をとる。また、ワイヤレス固定電話は、メ

タルＩＰ電話及びひかり電話と同様に０ＡＢ－Ｊ番号を使用し、両電話と

類似した品質で提供される。これらの点を踏まえると、電話網のＩＰ網への

移行後、ワイヤレス固定電話の接続料は、メタルＩＰ電話及びひかり電話と

同一の接続料として算定することが適当である。 

 

また、電話網のＩＰ網への移行期間中、加入電話/メタルＩＰ電話とひか

り電話の接続料は個別に算定することとされている。ワイヤレス固定電話

が加入電話/メタルＩＰ電話を一部置き換える形で導入されるものである
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こと、また電話網のＩＰ網への移行期間中、ワイヤレス固定電話の接続料原

価について、ワイヤレス固定電話が導入されていないと仮定し、加入電話/

メタルＩＰ電話の接続料原価の一部とみなして算定することを踏まえると、

電話網のＩＰ網への移行期間中、ワイヤレス固定電話の接続料は、加入電話

/メタルＩＰ電話と同一の接続料として算定することが適当である。 

 

 

【固定電話の接続料の設定方法】 

 

 
 

 

第３節 ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う補填の在り方等 

 

ワイヤレス固定電話は、加入電話と同等の役務範囲がユニバーサルサービ

スの対象になるとされている 11。 

そこで、ワイヤレス固定電話に対するユニバーサルサービス交付金制度に

基づく補填の在り方等について検討を行った。 

 

 １ 加入者回線アクセス 

 

［補填額算定の考え方］ 

 

１）事業者からの意見 
 

事業者からは、加入者回線アクセスに係る補填額の算定方法について、主

                         
11 ワイヤレス固定電話の加入者回線アクセスは、低廉な基本料金で提供される場合に限

り、ユニバーサルサービスの対象になるとされている。 
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に以下の意見が出された。 

●ワイヤレス固定電話導入による効率性向上の効果を補填額に反映させる

ことが必要。 

●基本料コストの効率化と引き換えに接続料が上昇することは認められな

い。 

●ワイヤレス固定電話は、当面、補填額算定時の対象サービスに含めないこ

とが適当。 

●一定程度ワイヤレス固定電話の導入が進んだ段階で、改めて補填額の算

定方法等を検討することが適当。 

●現在の補填額算定方法の考え方では、ワイヤレス固定電話導入による補

填額への影響は限定的と想定。 

●ワイヤレス固定電話に移行していない加入電話のみを対象として現在の

補填額算定方法により補填額を算定する方法は、補填額が減少しない場

合があると考えられ、適当ではない。 

●ワイヤレス固定電話に移行していない加入電話のみを対象として現在の

補填額算定方法により補填額を算定する方法により補填額が減少しない

場合には、ワイヤレス固定電話導入前の補填額を上限とすることも考え

得る。 

●ワイヤレス固定電話に移行していない加入電話のみを対象として現在の

補填額算定方法により補填額を算定する方法は、過大な運用コストを要

する。 

●効率化効果を定量的に測定し、その効果に応じて補填額を減少させるこ

とが必要。 

●補填額の算定には、従前どおり、ＬＲＩＣモデルを用いることを基本とす

べき。 

●まずは、ワイヤレス固定電話導入前の補填額から、一定の仮定に基づき算

定したワイヤレス固定電話導入による効率性向上の効果額を控除して補

填額を算定すべき。 

●ＬＲＩＣモデルにワイヤレス固定電話が反映された場合であっても、当

該ＬＲＩＣモデルにより算定される補填額に効率化の効果が反映されて

いるか検証が必要。 

●モバイルアクセス単価がベンチマーク値を下回る水準に効率化されてい

るとみなし、ワイヤレス固定電話導入前の補填額から、実際にはワイヤレ

ス固定電話となっている回線分の補填額を控除して補填額を算定する方

法は、適当ではない。 

●モバイルアクセス単価がベンチマーク値を下回る水準に効率化されてい

るとみなし、ワイヤレス固定電話導入前の補填額から、実際にはワイヤレ

ス固定電話となっている回線分の補填額を控除して補填額を算定する方

法を仮にベースとする場合には、同方法の課題に対処するための補正措

置が必要。 

●モバイルアクセス単価がベンチマーク値を下回る水準に効率化されてい

るとみなし、ワイヤレス固定電話導入前の補填額から、実際にはワイヤレ
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ス固定電話となっている回線分の補填額を控除して補填額を算定する方

法に対して、仮に補正措置を講じるとしても、補正措置は時限的であるべ

き。 

 

２）委員からの意見 
 

委員からは、ワイヤレス固定電話提供開始後のアクセス回線に係る補填

額の算定方法について、主に以下の意見が出された。 

●補填額の算定方法は、補填額の減少に繋がるような方法とする必要があ

る。 

●補填額の算定方法は、できるだけシンプルな方法とすることが望ましい。 

●補填額の算定方法は、具体的な補填額のシミュレーションを踏まえて検

討を進めるべき。 

●ワイヤレス固定電話導入による効率性向上の効果の計測方法は重要。 

●ワイヤレス固定電話に移行していない加入電話のみを対象として現在の

補填額算定方法により補填額を算定する方法は、当面の間の措置として

は考え得る。 

●ワイヤレス固定電話に移行していない加入電話のみを対象として現在の

補填額算定方法により補填額を算定する方法は、補填額が増加するか減

少するか分からない点が問題。 

●ワイヤレス固定電話に移行していない加入電話のみを対象として現在の

補填額算定方法により補填額を算定する方法は、過大な運用コストを要

する。 

●ワイヤレス固定電話に移行していない加入電話のみを対象として現在の

補填額算定方法により補填額を算定する方法は、番号単価を負担する利

用者にとって分かりづらい。 

●ワイヤレス固定電話に移行した回線の影響を十分考慮した上で、ワイヤ

レス固定電話に移行していない加入電話のみを対象として現在の補填額

算定方法により補填額を算定する方法の是非を検討すべき。 

●モバイルアクセス単価がベンチマーク値を下回る水準に効率化されてい

るとみなし、ワイヤレス固定電話導入前の補填額から、実際にはワイヤレ

ス固定電話となっている回線分の補填額を控除して補填額を算定する方

法は、効率性向上の効果を補填額にうまく反映できている。 

●モバイルアクセス単価がベンチマーク値を下回る水準に効率化されてい

るとみなし、ワイヤレス固定電話導入前の補填額から、実際にはワイヤレ

ス固定電話となっている回線分の補填額を控除して補填額を算定する方

法は、ワイヤレス固定電話導入のインセンティブが働きづらいのではな

いかと思う。 

●モバイルアクセス単価がベンチマーク値を下回る水準に効率化されてい

るとみなし、ワイヤレス固定電話導入前の補填額から、実際にはワイヤレ

ス固定電話となっている回線分の補填額を控除して補填額を算定する方

法としても、ワイヤレス固定電話導入のインセンティブが働きづらくな
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ることはないと思う。 

●ワイヤレス固定電話導入後の補填額の算定方法と接続料の算定方法との

整合性にも留意が必要。 

●「加入者回線コスト相当分のみを補填額から控除する補正措置」と「モバ

イルアクセス単価を考慮する補正措置」のいずれの補正措置も、実施有無

は補填額にあまり影響しないと見込まれるが、筋を通すという観点から

の検討は理解できる。 

●「モバイルアクセス単価を考慮する補正措置」は、特にワイヤレス固定電

話導入初期のモバイルアクセス単価を考慮しつつ、補填額増加の可能性

も排除した補正措置となっており、説得力がある。 

●「モバイルアクセス単価を考慮する補正措置」について、経過措置として

より簡便な形で規定することが考えられるのではないか。 

●「加入者回線コスト相当分のみを補填額から控除する補正措置」と比べて

「モバイルアクセス単価を考慮する補正措置」の方が補填額算定の手間

が小さく、この方向で補正措置方法を詰めていくのがよいのではないか。 

●「モバイルアクセス単価を考慮する補正措置」と比べて「加入者回線コス

ト相当分のみを補填額から控除する補正措置」の方が補填額算定の手間

が小さいと思う。 

●「加入者回線コスト相当分のみを補填額から控除する補正措置」は、番号

単価を負担する利用者にとって分かりづらい。 

●「モバイルアクセス単価を考慮して経過措置として規定した補正措置」は、

毎年度の回線数の数え上げのみで補正有無を判断できるという点で簡便

であり、評価できる。 

●「モバイルアクセス単価を考慮して経過措置として規定した補正措置」を

講じる場合、ＮＴＴ東日本・西日本によるワイヤレス固定電話導入に係る

計画の進捗を、しっかりとモニタリングすることが必要。 

 

３）方向性 
 

ワイヤレス固定電話は、ＮＴＴ東日本・西日本の自己設置設備による電話

サービスの提供を基本としつつ、電話サービスの提供が極めて不経済とな

る場合等において、加入電話を置き換える形で極めて限定的に導入される

ものである。このようなワイヤレス固定電話の制度趣旨を踏まえれば、加入

電話の一部がワイヤレス固定電話に置き換えられた場合の補填額について

は、現行の加入電話の補填額の算定方法の考え方を基本として、加入電話及

びワイヤレス固定電話を合わせて取り扱い算定することが適当である。 

この際、加入電話の一部がワイヤレス固定電話に置き換えられた場合の

補填の考え方については、令和元年 12月の情報通信審議会答申「電気通信

事業分野における競争ルール等の包括的検証」において、「例外的に認めら

れた範囲内において無線等の他社設備を利用して電話サービスを提供する

場合に、提供方法の変化に伴う効率性向上の効果を交付金の算定に反映す

る必要がある」とした。したがって、加入電話の一部がワイヤレス固定電話
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に置き換えられた場合の補填額の算定方法は、ワイヤレス固定電話への置

き換えによる効率性向上の効果を反映したものとすることが必要である。 

 

現在の加入電話の補填額の算定では、ベンチマーク方式を用いるととも

に、回線単価は局舎単位で算定することを原則としつつ、ドライカッパ接続

料が東日本・西日本単位で算定されていることを踏まえ、加入者回線コスト

については東日本・西日本単位で算定することとしている。ワイヤレス固定

電話は、加入電話の加入者回線部分の効率性向上を目的としたものである

ため、仮に、現在の加入電話の補填額の算定方法を、加入電話及びワイヤレ

ス固定電話を合わせた電話群に適用したとしても、算定される補填額には、

効率性向上の効果が直接反映されない。 

したがって、ワイヤレス固定電話への置き換えによる効率性向上の効果

を補填額の算定方法に反映するため、上記とは異なる算定方法を検討する

ことが必要である。 

 

ここで、ワイヤレス固定電話が導入されていないとした場合の加入電話

の補填額をベースとして、ここから、ワイヤレス固定電話への置き換えによ

る効率性向上の効果に対応する金額を控除することが考えられる。 

 

その方法としては、まずは、ワイヤレス固定電話が実際に導入された際の

効率性向上の効果を測定し、当該測定値から、ワイヤレス固定電話への置き

換えによる効率性向上の効果に対応する金額を算定することが考えられる。

ただし、ワイヤレス固定電話は現時点では未導入であり、またＮＴＴ東日

本・西日本によりエリアごとの特性等を踏まえた導入の検討が進められて

いることを踏まえると、少なくとも現時点で実際に導入された際の効率性

向上の効果の測定方法等を定めることは困難である。 

 

そこで、特定の方法で算定した金額を、「補填額におけるワイヤレス固定

電話への置き換えによる効率性向上の効果に対応する金額」とみなすこと

が考えられる。具体的には、ワイヤレス固定電話が導入されていないとした

場合のメタル回線単価の分布において、実際にはワイヤレス固定電話であ

る回線の単価（以下「モバイルアクセス単価」という。）はベンチマーク値

以下になるとして、当該回線による補填額への寄与を「補填額におけるワイ

ヤレス固定電話への置き換えによる効率性向上の効果に対応する金額」と

みなし、当初の補填額から控除することを基本的な考え方とすることが適

当である。 

 

 

  



18 

 

【加入者回線アクセスに係る補填額算定の基本的な考え方】 

 

 
 

 

【基本的な考え方に基づく加入者回線アクセスに係る補填額の試算】 
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ただし、ワイヤレス固定電話導入初期においては、ワイヤレス固定回線数

が少数に留まることに伴い、実際のモバイルアクセス単価は高額となるこ

とが見込まれる。このため、補填額の算定においては、モバイルアクセス単

価を考慮した補正を行うことが適当である。 

当該補正について、補填額算定の都度、モバイルアクセス単価をベンチマ

ーク値及び各局舎のメタルアクセス単価と比較する方法とすることは、補

填額への影響の規模に比べて規制コストが大きくバランスを欠く。 

したがって、当該補正については、ワイヤレス固定電話導入開始から一定

の間の経過措置として、次のとおり規定することが適当である。 

・経過措置期間においては、モバイルアクセス単価が、ワイヤレス固定電

話が導入されていないとした場合のメタル回線単価と一致するとみな

し、当初の補填額（ワイヤレス固定電話が導入されていないとした場合

のメタル回線単価の分布から導出される補填額）を補填する。 

・経過措置期間終了後においては、モバイルアクセス単価がベンチマーク

値以下になるとみなし、基本的な考え方に基づく補填額（当初の補填額

から実際にはワイヤレス固定電話である回線による補填額への寄与を

控除した金額）を補填する。 

 

 経過措置期間は、現時点でＮＴＴ東日本・西日本からワイヤレス固定電話

の提供回線数に係る計画が示されておらず、ワイヤレス固定電話導入開始

からの年数により規定することが困難であるため、ワイヤレス固定電話の

回線数が初めて一定数に達するまでの期間として規定することが適当であ

る。具体的には、ＮＴＴ東日本・西日本から提供された調達コスト情報等に

基づくと、モバイルアクセス単価がベンチマーク値と一致するワイヤレス

固定電話の回線数が約 9,500回線と試算されるため、その約半分の 5,000回

線を上記しきい値とする。 
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【加入者回線アクセスに係る補填額算定に当たっての 

モバイルアクセス単価を考慮した補正】 

 

 
 

 

【モバイルアクセス単価を考慮した補正を行った 

加入者回線アクセスに係る補填額の試算】 
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なお、ＮＴＴ東日本・西日本から示されたワイヤレス固定電話導入による

コスト削減効果額の試算値を踏まえれば、ワイヤレス固定電話の回線数が

初めて一定数に達するまでの期間として経過措置期間を規定したとしても、

そのことによりＮＴＴ東日本・西日本によるワイヤレス固定電話導入のイ

ンセンティブが失われることは想定しづらい。 

 

［光ＩＰ補正に伴う補正］ 

 

１）委員からの意見 
 

●補填額算定時に用いるワイヤレス固定電話の回線数は、光ＩＰ補正に伴

う補正を行うことが適当。 

 

２）方向性 
 

現在、加入電話の加入者回線アクセスに係る補填額の算定では、光ＩＰ電

話への移行に伴う補填額の減少を補正するため、加入電話から光ＩＰ電話

へ移行した回線数を、現に設置されている加入電話の回線数に加算する対

応（光ＩＰ補正）を行っている。電話サービスの提供が極めて不経済となる

場合等に限定してワイヤレス固定電話が導入されることを前提として、現

行の加入電話の補填額の算定方法の考え方を基本とし、加入電話及びワイ

ヤレス固定電話を合わせて取り扱い補填額の算定を行う場合、光ＩＰ電話

へ移行した電話の中には一定数のワイヤレス固定電話も含まれていたとみ

なし、加入電話の回線数とともに、ワイヤレス固定電話の回線数についても

補正を行うことが必要である。 

光ＩＰ補正に伴うワイヤレス固定電話の回線数の補正方法について、ワ

イヤレス固定電話の導入が、当面の間は、電話サービスの提供が極めて不経

済となる場合の中でも限定的に進められる見込みであることを踏まえれば、

まずは、ワイヤレス固定電話の回線数について、局舎単位で加入電話の回線

数の補正率と同率を乗じることにより補正を行うことが適当である。 
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【加入者回線アクセスに係る補填額算定における光ＩＰ補正に伴う補正】 

 

 
 

 

 ２ 離島特例通信及び緊急通報 

 

１）事業者からの意見 
 

●ワイヤレス固定電話の基本料については、現行の加入電話と同水準とす

る方向で検討中。通話料については、全国一律のフラットな料金とする方

向で検討中。 

 

２）委員からの意見 
 

●ワイヤレス固定電話の離島特例通信は、ユニバーサルサービスとして位

置づける必要はない。 

●ワイヤレス固定電話の緊急通報は、加入電話の緊急通報に係る補填の扱

いを踏襲することが適当。 
 

３）方向性 
 

ＮＴＴ東日本・西日本からは、ワイヤレス固定電話の通話料について、全

国一律のフラットな料金とする方向で検討している旨説明があった。この

ことを踏まえれば、ワイヤレス固定電話の離島特例通信について、ユニバー
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サルサービスとして位置づける必要はない。 

 

ワイヤレス固定電話の緊急通報では、現在加入電話の緊急通報で用いら

れている回線と同一の緊急通報繋ぎ込み回線が用いられる。また、ワイヤレ

ス固定電話回線も加入電話回線とみなした上で特定した高コスト地域（従

前からの高コスト地域）においては、ワイヤレス固定電話が導入されても、

新たな競争事業者の参入は見込まれない。ワイヤレス固定電話は加入電話

を置き換える形で導入されるものであり、上記の２点を踏まえれば、ワイヤ

レス固定電話提供開始後の加入電話及びワイヤレス固定電話の緊急通報に

ついては、現在の加入電話の緊急通報に係る補填の扱いを踏襲し、加入電話

及びワイヤレス固定電話に係る緊急通報繋ぎ込み回線部分のコストのうち、

従前からの高コスト地域分を補填することが適当である。 

 

３ 制度運用 

 

１）事業者からの意見 
 

●ワイヤレス固定電話導入による効率化効果の事前見積り及び事後検証が

不可欠。 

●ワイヤレス固定電話は、老朽化・故障等によるメタルケーブルの再敷設等

の機会が生じた際に、コスト削減効果を勘案の上で、その提供可否を決定

する考え。 

●ワイヤレス固定電話について、提供開始後 10年目の時点では、一定程度

のコスト削減効果が見込まれると試算される。 

●恣意的に補填額の減少に直接繋がらない回線ばかりがワイヤレス固定電

話に置き換えられる可能性は否定されず、ＮＴＴ東日本・西日本によるワ

イヤレス固定電話の導入が適切に行われているか継続的に検証すること

が必要。 

●補填対象の収容局に収容されている回線であるか否かは、ワイヤレス固

定電話の導入判断の基準そのものにはならない。 

 

２）委員からの意見 
 

●ワイヤレス固定電話に関する補填に当たり、ＮＴＴ東日本・西日本による

ワイヤレス固定電話の導入実績や実際の効率性向上の効果等を継続的に

確認していくことが必要。 

●ワイヤレス固定電話に関する補填に当たり、実際の補填額に実際の効率

性向上の効果が適切に反映されているかモニタリングしていくことが重

要。 

 

３）方向性 
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ＮＴＴ東日本・西日本からは、ワイヤレス固定電話は加入者回線に係る実

際費用の削減を目的として導入するものであるため、ワイヤレス固定電話

の導入に当たり、対象回線が加入者回線アクセスに係る補填の対象となる

収容局に収容されているか否かは導入判断の基準そのものにはならない旨

説明があった。 

こうした点も踏まえれば、加入電話の一部がワイヤレス固定電話に置き

換えられた場合の交付金制度の運用に当たっては、交付金制度の適切な運

用のため、ワイヤレス固定電話の導入が交付金制度の運用との関係で恣意

的に進められていないかを確認する観点も含め、ＮＴＴ東日本・西日本によ

るワイヤレス固定電話導入に係る計画の策定状況及び当該計画の進捗状況、

ワイヤレス固定電話の具体的な導入地域及び当該地域における導入回線数

並びに当該導入による効率性向上の効果（効果額の算定に必要なワイヤレ

スアクセス単価等の要素事項に係る情報を含む。）等を継続的に確認するこ

とが必要である。また、算定された補填額に、ワイヤレス固定電話への置き

換えによる効率性向上の効果が適切に反映されているか継続的に確認する

ことが必要である。  



25 

 

第３章 ＩＰ網への移行に伴う補填の在り方等 

第１節 検討の背景 

  

 平成 22年 11月、ＮＴＴ東日本・西日本は「ＰＳＴＮのマイグレーションに

関する概括的展望について」12を公表し、ＰＳＴＮの中継・信号交換機が維持

限界を迎える中、コア網をＰＳＴＮからＩＰ網に移行することで「固定電話」

を維持する考えを示した。 

このＩＰ網への移行について、平成 29 年 10 月、ＮＴＴ東日本・西日本は

「固定電話のＩＰ網への移行後のサービス及び移行スケジュールについて」 
13を公表し、令和３年１月にＩＰ接続を開始して令和７年１月にＩＰ網への移

行を完了すること、またその中で、令和６年１月に加入電話の契約を一斉に

「メタル電話」から「メタルＩＰ電話」14に引き継ぎ、料金体系を現在の距離

別料金区分から全国一律の新料金とすることを表明した。 

 

 

【ＩＰ網への移行に伴うサービス切替えスケジュール】 

 

 
 

  

                         
12 https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20101102_01.html 
13 https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20171017_01.html 
14 ＮＴＴ東日本・西日本は、ＩＰ網への移行後もアクセス回線については「メタル回線」

を維持し、加入者交換機を「メタル収容装置」として利用し、変換装置を経てＮＧＮへ

とつながる「メタルＩＰ電話」を当分の間提供する考えを示している。 
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【ＩＰ網への移行による通話料の変更】 

 

 
 

 

 現在のユニバーサルサービスは、加入電話の離島特例通信や第一種公衆

電話の離島特例通信及び市内通信等 15の距離別料金区分を前提とした役務

を対象としていることから、ＩＰ網への移行の影響について検討を行った。  

 

第２節 ユニバーサルサービスの範囲の見直し 

 

１ 離島特例通信 

 

離島との通信には海底ケーブルの敷設等通常より多くのコストがかかる

が、離島のみで構成される単位料金区域（ＭＡ）16については、ＮＴＴ東日

本・西日本が、ユニバーサルサービスとして、当該離島と通話需要等の面で

密接な関係を有する本土の近隣ＭＡとの通話及び同一県内の他の離島ＭＡ

との通話について、実際の距離に基づく通話料金ではなく、隣接ＭＡとして

の通話料金を特例として適用している。  

ＩＰ網への移行に伴うＮＴＴ東日本・西日本の距離別料金区分の撤廃と

全国一律料金の適用により、離島ＭＡと本土の近接ＭＡや同一県内の他の

離島ＭＡとの通話について、実際の距離にかかわらず隣接ＭＡとして扱う

離島特例通信の必要性が薄れることから、ＩＰ網への移行後の本件特例の

ユニバーサルサービスとしての扱いについて検討を行った。 

なお、ＮＴＴ東日本・西日本は、ＩＰ網への移行に伴う距離別料金区分の

撤廃に合わせて、離島特例通信の廃止を検討している。 

 

  

                         
15 ワイヤレス固定電話の離島特例通信については第２章で検討。 
16 電気通信役務に関する料金の計算に用いられる距離区分を設定するための単位となる区

域として、電気通信事業者が全国の区域を分けて設定する区域。 
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約 1000km あるが 
隣接 MA として 

22 円/3 分 

【加入電話の離島特例通信の例】 

 

① 離島ＭＡと本土の近接ＭＡ 

小笠原諸島⇔東京（03） 

② 同一県内の離島ＭＡ 

伊豆大島、三宅島、八丈島、小笠原諸島相互間 

・現在  

44円/３分のところ特例により 22円/３分 

・ＩＰ網への移行後（令和６年 1月～） 

全国一律 9.35円/３分 

          

 

 

 

 

１）委員からの意見 
 

委員からは、電話網のＩＰ網への移行後の離島特例通信のユニバーサル

サービスとしての扱いについて、主に以下の意見が出された。 

●料金が全国均一になる以上は、ユニバーサルサービスとしての離島特例

通信について見直すのは当然のことと考える。 

●離島も含め全国的に、加入電話の基本料部分や第一種公衆電話の市内通

信は引き続きユニバーサルサービスとして位置づけられており、今回の

見直しでは離島に対する特例料金がなくなりユニバーサルサービスとし

ての補填の対象外となるにすぎない、といったことが伝わる説明が必要。 

 

２）方向性 
 

ＩＰ網への移行に伴い全国一律料金となることから離島に対する特例料

金のメリットがなくなり、離島通信を特例扱いとする必要性がなくなるた

め、当該特例通信はユニバーサルサービスの対象外とすることが適当であ

る。 

なお、今回ユニバーサルサービスの対象外とするのは離島通信の料金に

関する特例部分のみであり、加入電話の基本料部分は引き続きユニバーサ

ルサービスの対象であり、第一種公衆電話については設置基準が定められ

ていることから、いずれも離島において引き続き利用可能である。 

 

 

２ 第一種公衆電話の市内通信 

 

平成 12 年 12 月の電気通信審議会答申「ＩＴ革命を推進するための電気

通信事業における競争政策の在り方についての第一次答申～ＩＴ時代の競
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争促進プログラム～」において、加入電話の「市内通信」は「同一ＭＡ内に

終始する通話が全体の約６割（平成 11年度 61％）を占めており、利用実態

から見て基礎的な通信手段に該当する」ことから、ユニバーサルサービスの

対象 17とし、併せて、公衆電話についても、戸外における最低限の通信手段

を確保する観点から、第一種公衆電話のうち加入電話と同等となる「市内通

信」をユニバーサルサービスの対象とした。 

ＩＰ網への移行に伴い、第一種公衆電話についても距離別料金区分がな

くなり、料金精算のためのトラヒックとして「市内通信」と「その他の通信」

を区別する必要がなくなることから、ユニバーサルサービスの対象として

の第一種公衆電話の「市内通信」を特定できなくなる恐れがある。 

また、仮に「市内通信」を特定できない場合、公衆電話には加入電話のよ

うに利用者との間に基本料金（アクセス回線）契約が存在せず通話ごとの契

約となるため、加入電話と同様にアクセス回線をユニバーサルサービスと

して位置づけることは難しい。 

上記を踏まえ、ＩＰ網への移行後の第一種公衆電話の「市内通信」のユニ

バーサルサービスとしての扱いについて検討を行った。 

さらに、ユニバーサルサービスの対象の見直しは、ユニバーサルサービス

基金による補填額に影響するため、補填額の算定方法の在り方についても

併せて検討を行った。（第３節 第一種公衆電話の補填額算定 参照） 

 

１）事業者からの意見 
 

事業者からは、第一種公衆電話の「市内通信」のユニバーサルサービスの

対象としての扱いについて、主に以下の意見が出された。 

●ＩＰ網への移行に伴い、距離別としている通話料金の区分がなくなり全

国一律の料金体系となるが、ＮＴＴ東日本・西日本において「市内通信」

のトラヒックは引き続き特定可能。 

●戸外における通信手段の確保という本来の制度目的を踏まえると、第一

種公衆電話のユニバーサルサービスの対象を市内通信に限定する理由は

薄れていると考えており、今後の環境変化等も踏まえ、将来的には費用負

担の在り方も含めてユニバーサルサービスの対象について議論が必要。 

 

２）方向性 
 

ＩＰ網への移行に伴い、距離別通話料金区分がなくなり全国一律料金と

                         
17 加入電話の市内通信に関しては、平成 17年 10月の情報通信審議会答申「ユニバーサル

サービス基金制度の在り方」において、「市内通話の設備面における費用については、

接続料制度を通じてＮＴＴ東・西とそれ以外の事業者の間で同じ条件が適用されている

ことから、ＮＴＴ東・西の市内通話サービスのみを基金による補填の対象とすること

は、公正競争上適当ではない。市内通話についても、市外通話や国際通話と同様に基金

による補填の対象から外すべきである。」として、ユニバーサルサービスの対象外と整

理した。 
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なるが、「市内通信」のトラヒックはＮＴＴ東日本・西日本において引き続

き特定可能とのことである。 

第一種公衆電話では、令和２年度においては、トラヒック全体のうち「市

内通信」が 41.8％を占めており、ユニバーサルサービス基金による補填開

始直後の平成 19年度の 49.4％から大幅な減少はないことから、公衆電話に

おける「市内通信」は、依然として「基礎的な通信手段」として重要な意味

を持っており、引き続きユニバーサルサービスの対象とすることが適当で

ある。 

 

 

【第一種公衆電話の市内通信トラヒック（割合）】 

 

 
※ 「交付金の額及び交付方法認可申請書」の添付書類から作成 

 

 

なお、一方で、公衆電話の「市内通信」のトラヒックが減少傾向にある点

は事実であるため、現時点においてその重要性は否定されるものではない

ものの、戸外における最低限の通信手段を確保するという考え方を踏まえ、

今後の環境変化を見極めつつ補填の在り方と合わせて検討していく必要が

あると考える。 

 

第３節 第一種公衆電話の補填額算定 

 

１ 補填の対象及び算定方法 

 

第一種公衆電話については、現在、市内通信、離島特例通信及び緊急通報

がユニバーサルサービスの対象となっており、その収支差額分（赤字相当分）

をユニバーサルサービス基金により補填することとしている。 

今回のＩＰ網への移行に伴い、離島特例通信及び市内通信についてユニ

バーサルサービスの範囲の在り方を検討し（第２節 ユニバーサルサービ

スの範囲の見直し 参照）、離島特例通信についてはユニバーサルサービス

の対象外とし、市内通信については引き続きユニバーサルサービスの対象

49.4% 41.8%

0%
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とする整理を行った。 

 

１）市内通信に係る補填額の算定方法 
 

公衆電話発信の市内通信には、ＮＴＴ東日本・西日本が料金設定している

ものと、公衆電話に接続している電気通信事業者（以下「接続事業者」とい

う。）が提供している 0120サービスや 0570 サービスが存在している。 

 

 

【第一種公衆電話発信通信の分類（概要）】 

 
 

 

補填額の算定に当たっては、接続事業者が料金設定を行う通信について、

基礎的電気通信役務支援機関が、接続事業者がＮＴＴ東日本・西日本に対し

て支払った負担額（接続料）及びＮＴＴ東日本・西日本と接続したトラヒッ

クの情報を接続事業者から入手した上で、ＮＴＴ東日本・西日本による料金

設定分の通信と併せて算定している。 
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【第一種公衆電話発信通信の補填額算定方法】 

 

 

 
このため、「市内通信」に係る補填額の算定のためには、接続事業者によ

る「市内通信」の接続料及びトラヒックの把握が必要となることから、ＩＰ

網への移行後の扱いについて検討を行った。 

 

２）事業者からの意見 
 

事業者からは、ＩＰ網への移行に伴う第一種公衆電話の補填額の算定の

在り方について、主に以下の意見が出された。 

●第一種公衆電話にかかる費用のうち、ＩＰ網への移行による影響は僅少

である。 

 

 

【第一種公衆電話のＩＰ網への移行による影響と補填額内訳】 

 

  
 

 

●ＩＰ網への移行に伴い、事業者間精算のためのエリア情報の流通は行わ

ないことが合意されており、接続事業者が料金設定を行う通信（0120、

0570）の市内通信トラヒックを算定するためには、接続事業者において必

要なデータを取得するためのシステム改修を行った上で、さらに、一部デ

ータについて推計値を用いる必要がある。 

接続事業者が料金設定を行う②及び

③の通信に係る収益・費用の考え方 

 

（収益） 

接続事業者がＮＴＴ東日本・西日本に

支払う接続料相当額 

 

（費用） 

接続事業者が、ＮＴＴ東日本・西日本

と接続したトラヒックを基礎的電気

通信役務支援機関に報告し、支援機関

が負担額を計算。 
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３）委員からの意見 
 

委員からは、主に以下の意見が出された。 

●理論上、接続事業者分の収益額と費用額は同額なので、それは外してもい

いのではないか。ＮＴＴ東日本・西日本の額だけで把握するということで

よいのではないか。 

●基本的に規制のコストをなるべくかけないように、簡便にというのが方

向性としてよいと考える。 

 

４）方向性 
 

市内通信を補填の対象とする場合、ＮＴＴ東日本・西日本及び接続事業

者の市内通信トラヒックを特定する必要があるが、ＩＰ網への移行に伴

い事業者間精算のためのエリア情報の流通が行われないため、同様のデ

ータの取得には、接続事業者側にシステム改修などの負担が発生し、更に

システム改修を行ってもなお把握できないものが存在することから、補

填額算定に当たっては、以下の理由から、ＮＴＴ東日本・西日本の料金設

定分のみを対象とすることが適当である。 

・接続事業者が料金設定を行う市内通信に係る収益は、「ＮＴＴ東日本・

西日本が当該接続事業者から受け取る接続料」であり、当該通信に係る

ＮＴＴ東日本・西日本に対し支払われるものである。 

・一方、費用は「当該接続事業者の料金設定分の市内通信に係る回線・端

末・交換機等費用」であり、当該接続事業者の市内通信分を接続するた

めの費用である。接続に要した費用を接続料で回収していることを考

えると、ＮＴＴ東日本・西日本と接続事業者間の収益・費用は理論上同

額となる。 

・システム改修によっても接続事業者からデータが取得できない場合、推

計値を使用せざるを得なくなるが、値の取り方によっては恣意的な数

字となる可能性があり適切ではない。 
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【第一種公衆電話への補填対象部分イメージ】 

 

 
 

 

第４節 ＩＰ網への移行期間中の補填額算定方法 

 

電話のユニバーサルサービス制度においては、ユニバーサルサービス提

供設備との接続等による受益している電気通信事業者が補填のための負担

金を拠出しているが、その負担は実際には利用者に転嫁されている。こうし

た点も踏まえ、電話のユニバーサルサービス制度における補填額について

は、現時点で利用可能な技術を用いて効率的に構築された設備を前提とし

て算定することとされており、現在、ＬＲＩＣモデルを適用した算定が行わ

れている。 

具体的には、令和４年度認可対象の補填額の算定までは、電話網のＩＰ網

への移行に伴う加入電話接続ルートの切換え前であり、接続料算定に用い

るモデルとの整合をとる観点からも、現在の規定に基づき、第８次ＰＳＴＮ

－ＬＲＩＣモデルが用いられる。 

他方、これと並行して、今後電話網のＩＰ網への移行が進むことを見据え、

長期増分費用モデル研究会においては、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの設

計並びに同モデルを用いた接続料及び補填額の算定方法に係る検討が進め

られてきた。 

また、電話網のＩＰ網への移行期間中は、ＮＴＴ東日本・西日本の電話網

内で切替前後の接続ルートが混在するところ、同期間中の加入電話／メタ

ルＩＰ電話の接続料については、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルと第９

次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを併用して算定することとされた。 

こうした点を踏まえ、ＩＰ網への移行期間中の補填額算定へのＬＲＩＣ

モデルの適用方法等について検討を行った。 

 

１ ＬＲＩＣ方式による補填額の算定 
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１）事業者からの意見 
 

●補填額の算定には、引き続きＬＲＩＣモデルを適用することが適当。 

●実際費用方式への転換も含め、ユニバーサルサービス補填額と接続料と

を合わせた検討が必要。 

●ＩＰ網への移行期間中のユニバーサルサービス補填額の算定については、

設備構成やサービス提供の実態及び移行スケジュールを踏まえた算定方

法とすることが必要。 

●ＩＰ網への移行期間中のユニバーサルサービス補填額の算定については、

第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルと第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによる

算定値の加重平均値を補填額とすることが適当。 

 

２）方向性 
 

ＩＰ網への移行期間中（令和４年４月から令和６年 12月まで）の補填

額の算定については、接続料算定に用いるモデルと補填額算定に用いる

モデルの整合をとるため、ＩＰ網への移行期間中という過渡的な期間に

限り適用することも踏まえ、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルによる補

填額算定値と第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによる補填額算定値の加重平

均値をとり、これを補填額とすることが適当である。 

この際、加重平均比率は、移行工程・スケジュールから予測した年度ご

とのトラヒック移行割合に基づき定めた、接続料算定時と同一の比率を

適用することが適当である。 

 

 

【ＬＲＩＣ方式によるＩＰ網への移行期間中の接続料及び補填額の算定】 
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また、同期間中の第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによる補填額の算定に

際しての加入者回線の取扱いについて、接続料算定に用いるモデルと補

填額算定に用いるモデルの整合をとるため 18、まずは実際に設置されてい

る回線種別（メタル回線）に基づき補填額を算定することが適当である。 

 

なお、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによる補填額の算定に際しての加

入電話アクセス回線のコスト算定方法、緊急通報のコスト算定方法及び

公衆電話のコスト算定方法については、長期増分費用モデル研究会にお

いて検討された整理を踏まえた対応をとることが適当である。 

 

２ 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの適用方法 

 

１）事業者からの意見 
 

●第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのアクセス網の設備配置ロジックについて

は、次期モデルの検討の中で見直しを図る必要がある。 

●ＩＰ網への移行期間中のユニバーサルサービス補填額の算定に当たって

は、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルをモデル外で補正することが現実的。 

●第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのモデル外での補正方法については、一定

の合理性が認められる。 

●ＮＴＴ東日本・西日本の実網での設備配置を参考としてモデルを補正す

ることは、今回に限り、最低限の補正措置として取り得る選択肢と考える。 

 

２）委員からの意見 
 

●き線点遠隔収容装置（以下「ＦＲＴ19」という。）の設備配置については、

モデル外補正の結果、かなり効率的な配置に近づけることができている

と認識している。 

●補填額の算定結果は最終的に利用者に転嫁されるものであるため、ＬＲ

ＩＣモデルの適用結果次第ではモデルを補正することも必要。 

●実網でのＦＲＴ配置台数を参照した第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのモデ

ル外での補正は、とりうる選択肢の中では適切と考えられ、当座の補填額

算定は、この補正措置を講じた上で行うことでよいと思う。 

●ある程度合理性をもった補填額の算定が可能となるような次期モデルを

                         
18ＩＰ網への移行期間中の第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルによる接続料の算定については、Ｌ

ＲＩＣ方式の考え方に立脚すれば、モデル上の加入者回線は、実際に設置されている回線種

別（メタル回線）に限定せず、より経済的な回線種別に置き換えることが適当と考えられる

一方、現に加入電話の加入者回線がメタル回線により構築されており、いずれメタル回線の

維持限界が到来することが見込まれるものの、その時期が明らかにされておらず、また既存

メタル回線の光回線への移行を瞬時に完了できるわけではないことを踏まえ、まずは実際

に設置されている回線種別（メタル回線）に基づき行うこととしている。 
19 ＦＲＴ：Feeder Remote Terminal の略。 
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早期に開発し、補填額の算定に適用すべき。 

 

３）方向性 
 

第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルについては、長期増分費用モデル研究会

での検討の中で、アクセス網の設備配置ロジックの一部が十分に効率的

な設備配置を行えるものとなっておらず 20、その結果、同モデルの出力に

おいて、ＦＲＴが十分に効率的な台数とは考えられないほど多数配置さ

れてしまうことが指摘された。 

 

 ＬＲＩＣモデルは、「通常用いることができる高度で新しい電気通信技

術を利用した効率的なものとなるように新たに」設備を構成できるもの

であることが求められる。したがって、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルを、

アクセス網の設備配置ロジックが十分に効率的な設備配置を行えるもの

となるように見直すことが必要である。 

また、補填額の算定も、前記のとおり「通常用いることができる高度で

新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに」構成

した設備配置を前提として行うこことされている。一方、第９次ＩＰ－Ｌ

ＲＩＣモデルのアクセス網の設備配置ロジックの見直しには一定の期間

を要する可能性もあることから、見直しに係る対応が完了するまでの間

の補填額の算定には、長期増分費用モデル研究会での検討の中で提案さ

れているとおり、第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルをモデル外で補正し 21、そ

の出力を十分に効率的な設備配置に近付けた上で同モデルを適用するこ

とが、同期間中に限定した暫定的な対応としては妥当である。 

その上で、補填額算定の本来の在り方を踏まえ、今後速やかに、第９次

ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのアクセス網の設備配置ロジックを見直した上で、

見直し後のモデルを適用した補填額の算定を行えるように努めることが

必要である。  

                         
20 第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルでは、モデルの構造上、小規模な収容局の配下で「コスト

判定ＦＲＴ」が配置されやすくなっているが、「コスト判定ＦＲＴ」の配置有無の判断が

収容局から離れたき線点ごとに局所的な設備配置を効率化するように行われ、面全体での

「コスト判定ＦＲＴ」の最適配置を導出できていないと考えられる。 
21 モデル出力のＦＲＴ配置台数を、ＮＴＴ東日本・西日本の実網でのＦＲＴ配置台数を参

照してモデル外で設定した台数と概ね一致するように補正する。具体的には、ＬＲＩＣモデ

ル走行時のみ、モデル入力値としてのＦＲＴ単価を変動させることにより、モデル出力のＦ

ＲＴ配置台数を制御する。この方法により、補正後のモデル出力におけるＦＲＴとその他設

備の設備容量の整合をとることができる。 
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第４章 公衆電話の設置基準の変更に伴う第一種公衆電話の削減と

公衆電話の補填の在り方 

第１節 検討の背景 

 

第一種公衆電話については、令和３年答申において、災害時用公衆電話をユ

ニバーサルサービスに加えるとともに、交付金全体の支出を抑制し効率化を

図る観点から設置基準の緩和を図ることが適当としたところであり、既に電

気通信事業法施行規則の一部が改正され、令和４年４月１日から、第一種公衆

電話の設置基準の緩和と災害時用公衆電話のユニバーサルサービスへの追加

が行われている。 

令和３年答申では、「公衆電話の円滑な提供の確保のために必要な台数の維

持（効率化に必要となる撤去費用を含む）については、交付金の対象とするこ

とが適当」としており、設置基準の緩和を受けＮＴＴ東日本・西日本により進

められる第一種公衆電話の撤去に係る費用を踏まえた、今後の第一種公衆電

話の補填の在り方について検討を行った。 

また、新たにユニバーサルサービスに追加した災害時用公衆電話について

も、具体的な補填の在り方について検討を行った。 

 

第２節 第一種公衆電話の削減と補填 

 

１ ＮＴＴ東日本・西日本による削減と補填期間 

 

第一種公衆電話の削減については、令和４年２月のユニバーサルサービス

政策委員会（第 25回）においてＮＴＴ東日本・西日本より、以下のとおり説

明があった。 

・撤去後の最終的な設置台数は、設置基準に一割程度の余剰を加えた３万台

を想定（新たな設置基準での最低限の設置台数は 2.7万台。）。 

・7.9万台の撤去が必要となることから、工事折衝等のリソースを強化し 10

年で完了する計画だが、第二種公衆電話の撤去折衝等を踏まえると最終

的には 15年程度の撤去期間が必要。２年程度で折衝を一巡させ、当初５

年間で削減台数の５割を撤去する等、可能な限り早期に台数を削減する。

各年の削減台数計画は、実際の折衝状況等に応じて随時見直していく予

定。 

・撤去対象となる公衆電話は、「メッシュカバー」と「社会的必要性（＝利

用頻度）」を考慮して決定（メッシュごとに、最も利用頻度の高い電話機

１台を選定。高利用のものが複数ある場合には、常時利用できる場所・人

の目につきやすい場所等、設置場所の状況を考慮。）。 

・残置の社会的要請が高いと想定される施設（病院・駅等）は約半数程度残

置見込み。 

・委託設置の電話機は、設置施設の管理者の承諾を得ながら撤去していく必
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要があり、期間短縮のために受託者の同意を得ずに撤去を進めるような

対応は困難。 

・実際の折衝状況等も踏まえ、第一種公衆電話の位置づけも考慮しながら対

象の見直しも含めて検討予定。 

 

 

【第一種公衆電話の台数削減計画案（ＮＴＴ東日本・西日本資料）】 

 

 
 

 

 

１）委員からの意見 
 

委員からは、第一種公衆電話の設置基準の緩和に伴う計画期間について、

主に以下の意見が出された。 

●15 年計画は長すぎる。速やかな撤去が国民負担の軽減につながることを

考えると、委託先の都合で撤去に掛かる期間が延びるのは不自然なよう

に思う。 

●例えば５年、10年、15年と早く撤去が進むほどより大きなインセンティ

ブが得られるような仕組みは考えられないか。10 年が妥当な期間かどう

かは検討が必要。 

●初期折衝期間（当初２年間）が一巡したあとに再検討を行うことで、もう

少し見通しの立ったプランになるのではないか。その段階で、10 年、15

年という長期プランにならざるを得ない相応の理由があるか判断すれば

よいのではないか。 

●10 年間は事業者でも見通しが難しく、最初は短期間で決めておいてはど

うか。やってみなければわからず将来見直しが必要という点は共通の理

解であり、見直し条項を入れ、10 年なのか、もっと短い期間なのかは別

にしても基準となるものを設定し、もし無理であった場合に見直してい

くという在り方が良いのではないか。 

●10 年で区切り、その後の撤去費を含む補填を行わないというのはよいと

考える。撤去予定だが撤去されていない第一種公衆電話は 15年を超えて

※ ユニバーサルサービス政策委員会（第 25回）資料より 
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設置され続ける可能性もあり、最終的に利用者の負担につながることを

考えると、補填の期限は切ったほうが良い。計画が長引いたものについて、

補填対象から除くことが必要。 

●５年刻みの３つのステップに分け、ＳＴＥＰ２まで補填し、それを超える

と補填対象外という提案や、撤去折衝一巡後の見直しなど、見直しを随時

行っていくことはよい考えと考える。 

 

２）方向性 
 

ＮＴＴ東日本・西日本の当初説明である撤去に 10 年又は 15 年を要する

長期計画では先の見通しが難しいことから、補填の在り方については適用

期限を区切って議論すべきであり、例えば、令和４年度からのＳＴＥＰ１

（５年間）、令和９年度からのＳＴＥＰ２（10年間）及びそれ以降、の３期

間に分けて検討することが適当である。 

公衆電話の受託者からの同意なき撤去が困難という点について一定の理

解はできるものの、10 年間の当初の計画期間終了後も撤去困難電話機を補

填し続けることで、災害時用公衆電話への補填が十分に行われない可能性

や、設置基準を超過する第一種公衆電話に対する利用者負担が継続し続け

るという点を踏まえ、新たな設置基準台数（１割程度の余剰分を含む。）を

上回る台数 22（以下「超過設置台数」という。）については、ＳＴＥＰ２終

了後は撤去に要する費用（以下「撤去費用」という。）（２ 第一種公衆電話

の撤去に要する費用への補填 参照）も含め補填の対象外とすることが適

当である。 

また、ＳＴＥＰ１及びＳＴＥＰ２においては、超過設置台数分及び撤去費

用を補填対象とすることも考え得るが、早期の撤去を促進する観点から、超

過設置台数分及び撤去費用の補填はＳＴＥＰ１の５年間を当初の対象期間

とし、ＳＴＥＰ２での補填の在り方は、ＳＴＥＰ１終了後（令和９年度）に、

①撤去状況や撤去による費用効率化効果、②ＮＴＴ東日本・西日本が作成す

る削減計画の進捗及び③災害時用公衆電話への補填が見込めるか否か等を、

今回の見直しの目的と照らし合わせて検討すべきと考える。 

 

３）ＮＴＴ東日本・西日本による削減計画 
 

総務省からの「電気通信事業法施行規則の一部改正を踏まえた第一種公

衆電話の削減計画等に関し講ずべき措置について（要請）」（令和４年２月 28

日）を踏まえ、令和４年６月 30日にＮＴＴ東日本・西日本は、第一種公衆

電話の具体的な削減計画を総務省に対し報告及び公表した。 

計画では、ＳＴＥＰ１では全体の６割、ＳＴＥＰ２では残りの４割を削減

し、10 年間で 7.9 万台を削減する予定であるものの、施設設置の管理者か

                         
22 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令（令和４年総務省令第７号）におい

て、当分の間、超過設置台数分についてもユニバーサルサービスの対象としている。 
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ら承諾が得られない場合などに削減の完了がＳＴＥＰ３以降になる可能性

もあるとしている。 

当該計画の大幅な変更や進捗状況等は、要請に基づき年度ごとに総務省

に報告することとされているため、今後総務省においてフォローしていく

ことが適当である。 

 

 

【ＮＴＴ東日本・西日本による削減計画と制度の見直しのイメージ】 

 

 
 

 

２ 第一種公衆電話の撤去に要する費用への補填 

 

令和３年答申において整理したとおり、超過設置台数分の撤去に係る費用

については補填を行うことが適当であるが、交付金全体の支出を抑制する必

要があることから、その補填の在り方について、前述の削減計画の考え方を踏

まえて検討を行った。 

なお、現行の補填額算定における撤去費は、機器の更改等に伴う撤去の場合

を想定し、非効率性を排除した費用算定方式となるＬＲＩＣ方式による投資

額×撤去費対投資額比率等 23で算定されており、実際にかかった費用が計上さ

れているわけではない。 

 

                         
23 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則別表第８において減価償

却費及び投資額等の費用算定方法を記載 
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１）事業者からの意見 
 

事業者からは、超過設置台数分の撤去費用について、主に以下の意見が出

された。 

●撤去費用も含めた事業運営に要する費用（撤去費及び除却損）が、補填対

象になると考える。 

●第一種公衆電話の台数削減計画の初期段階には、撤去費用も含めた費用

の総額が一時的に上昇する可能性があるものの、ＮＴＴ東日本・西日本と

してはできる限り早期に台数を削減していくことで、維持費用の早期抑

制を目指していく考え。 

●撤去によって公衆電話のコストは効率化されるが、そこにタイムラグが

生じると考えており、負担を後ろに繰り延べることによって平準化が図

られるのではないかと考えている。費用等は毎年度ごとに基礎的電気通

信役務支援機関に報告し補填額を算定いただいており、繰延べを実現し

た場合でも透明性は確保できると考えている。 

 

２）方向性 
 

今回の第一種公衆電話の設置基準緩和に伴う超過設置台数分の撤去費用

については、撤去費及び除却損を対象とし、撤去が開始される令和４年度か

ら費用が発生することから、補填開始時期については、令和５年度申請分

（令和６年度交付分）から対象とすることが適当である。 

対象期間については、第一種公衆電話の超過設置台数分の補填の在り方

と同様に、ＳＴＥＰ１の５年間を当初の対象とし、ＳＴＥＰ２での補填の在

り方は、ＳＴＥＰ１終了後（令和９年度）に、①撤去状況や撤去による費用

効率化効果、②ＮＴＴ東日本・西日本が作成する削減計画の進捗及び③災害

時用公衆電話への補填が見込めるか否か等を、今回の見直しの目的と照ら

し合わせて検討すべきである。また、ＳＴＥＰ３では、超過設置台数分の撤

去費用の補填は行わないことが適当である。 

 

今回の撤去費用は期間を限定し超過設置台数分の費用のみを対象とする

ものであり、通常の機器更改等とは異なることから、補填対象となる「撤去

費用」は、実際に要した費用をベースにＮＴＴ東日本・西日本の非効率性を

排除した形で算定されるべきである。 

ただし、「撤去費用」については、現時点でその詳細が判明していないた

め、補填額の算定に当たっては、詳細な費用項目や地域ごとの内訳等を確認

し、真に必要な経費のみを補填の対象とすることが考えられる。 

さらに、撤去費用は、撤去開始当初に第一種公衆電話の撤去による費用効

率化効果を上回ることが想定されているが、繰延べ補填を行うことは、後年

度に負担を平準化することになり、災害時用公衆電話への補填がさらに先

送りになる可能性があることから、今回の制度改正の趣旨を踏まえると適

当ではない。 
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ただし、今後、当初計画以上に削減が実現し撤去費用が想定より大幅に増

額した場合には、再度検討を行うことが必要と考える。 

 

 

【撤去費用を繰延べした場合としない場合との比較（総務省試算）】 

 

○撤去費用を単純に加えた額を補填した場合 

決算年度 2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

  

総補填額 

（億円） 

76 75 73 71 70 65   

番号単価 

（円） 

3 2 3 2 2 3   

             

          ここから災害時用公衆電話補填開始 

 

○撤去費用についっては、第一種公衆電話の効率化額を上限として残余を翌

年度以降に繰り延べた場合 

決算年度 2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

2029 

(R11) 

総補填額 

（億円） 

69 69 70 70 71 71 71 67 

番号単価 

（円） 

2 3 2 3 2 2 3 2 

 

           ここから災害時用公衆電話補填開始 
 

※ 試算前提 

 総補填額については以下を加味して算定 

・収益は過去からの減少率と同率の減少率で減少 

・加入電話の補填額は変更なし 

・ＮＴＴ東日本・西日本の削減計画による費用削減効果を公衆電話補填額から控除 

・撤去費用はＮＴＴ東日本・西日本から説明のあった額 

 

 

３ ユニバーサルサービスごとの収支と補填額との関係 

 

ユニバーサルサービス交付金は、ユニバーサルサービスの提供に要する費用

の額が、当該サービスの提供により生じる収益の額を上回ると見込まれる場合

に、上回ると見込まれる額の一部に充てるために交付される 24。 

                         
24 電気通信事業法第 107条では、適格電気通信事業者の指定に係るユニバーサルサービス
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第一種公衆電話の補填額の算定に当たっては収入費用方式を採用し、ＬＲＩ

Ｃ方式により算定した費用が収益を上回る額を補填することとしているが、近

年、ＮＴＴ東日本・西日本の実際の赤字額 25（以下「ユニバーサルサービス収

支」という。）を、補填額が上回る状況が続いている。 

 

 

【ユニバーサルサービス収支と補填額との比較】 

 

 
※ ユニバ収支はＮＴＴ東日本・西日本のユニバーサルサービス収支に係る営業赤字額 

 

 

例えば、令和２年度のユニバーサルサービス収支と令和２年度決算値を基に

算定される令和３年度認可補填額を比較した場合、ユニバーサルサービス収支

に補填額算定時に費用に加算される「報酬額」26（他人資本費用、自己資本費

用及び利益対応税）を考慮した補填相当額が、ＬＲＩＣ方式により効率的に算

定される補填額より小さくなる場合が存在している。 

この点について、超過設置台数の撤去費用を補填の対象に追加する議論が進

んでいる以上、過補填ともいえる状況は看過できないため、整理を行った。 

 

  

                         
の提供に要する費用の額が、指定に係る収益の額を上回ると見込まれる場合に、交付金を

交付することとなっている。適格電気通信事業者は、加入電話及び第一種公衆電話をまと

めて指定しているため、役務ごとに計算した補填額をまとめて適格電気通信事業者ごとに

交付している。 
25 電気通信事業法施行規則第 40条の５の規定によるユニバーサルサービスに係る収支 
26 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第 16条及び第 20条 
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【ユニバーサルサービス収支と補填額の比較】 

（億円） 

 

実際の収支 ＬＲＩＣ方式を用いた 

補填額算定 ユニバ収支 

報酬額 
営業損失

＋報酬額 
(補填相当額） 

営業 

収益 

営業 

費用 

営業 

損失 
収益 原価 補填額 

ＮＴＴ 

東日本 
3.3 23.2 19.9 2.4 22.3 3.3 24.4 21.1 

ＮＴＴ 

西日本 
1.8 15.2 13.4 1.3 14.7 1.8 20.5 18.7 

合計 5.1 38.4 33.3 3.7 37.0 5.1 44.9 39.8 

※ 実際の収支については令和２年度実績、補填額は令和３年度認可分 

 

 

１）委員からの意見 
 

委員からは、ユニバーサルサービスごとの収支と補填額の関係について、

主に以下の意見が出された。 

●撤去費用も補填の対象（２ 第一種公衆電話の撤去に要する費用への補

填参照）とする以上、過補填のようなことが起こっているとすれば何らか

の考慮は必要。 

●ＮＴＴ東日本・西日本の営業損失を上回っている補填額について、基本的

な考え方として実際の収支を上限とするということで差し支えないと思

う。過大な補填がなされているのであれば今後の撤去費用にいかしてい

くことができないか。 

●補填額が赤字額を上回らないようにすべきと考えるが、その差分が生じ

ないように検討する必要がある。場合によっては、補填額算定の適切さに

ついても検討することも将来的な課題として考えられるのではないか。 

●補填額算定方法の見直しは、遠くない将来なのではないか。 

 

２）方向性 
 

ユニバーサルサービス交付金制度では、赤字分のすべてを交付金で充てる

ことにすると、単に実会計上の赤字補填の制度となり、ユニバーサルサービ

スの提供に係る経営の効率化を図ることを前提に外部補助を行うという制

度の趣旨に適合しないため、交付金を「赤字の一部に充てる」という考え方

をとっている。 

第一種公衆電話について、実際の収支差額（赤字額）が「能率的な経営の

下における適正な原価」（電気通信事業法第 109 条第３項）としてＬＲＩＣ

方式により算定された補填額を下回るという逆転が生じ、適格電気通信事業

者において経営の効率化が図られていると推察できる場合には、法律の基本
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的理念も踏まえ、特別の理由（災害時等費用に大きな変動が発生する場合な

ど）がない限り、補填に当たっては実際の収支差額を上回らないようにすべ

きである。 

ただし、現在の補填額の算定では報酬額を含む原価を費用として計算して

いることから、実際の赤字額との比較に当たっては報酬額を考慮する必要が

ある。 

なお、加入電話については、高コスト地域のみを補填するベンチマーク方

式を採用しているためユニバーサルサービス収支の差額と補填額の逆転は

想定されないことから、今回の見直しは収入費用方式を採用している第一種

公衆電話のみを対象とすべきである。 

今後も、ユニバーサルサービス収支の赤字額を、ＬＲＩＣ方式により算定

された補填額が大きく上回ることが続く場合は、将来的に補填額の算定方法

について見直しを行う必要があると考える。 

 

 

【新たな補填額算定の考え方】 

 

仮に令和３年度認可補填額と令和２年度決算額を比較して算定した場合 

    ＮＴＴ東日本：補填額変更なし 

    ＮＴＴ西日本：補填額が減少 

  総補填額 39.8億円 → 35.8億円 （４億円減少） 

 

 

 

４ その他（第一種公衆電話の設置場所） 

 

第一種公衆電話は、基本的に「戸外における最低限の通信手段」として設置

されているものであるが、令和３年答申では、国民・利用者にとって、外出時

における最低限の通信手段を満たすものであると捉えた場合、必ずしも、公衆

電話の設置場所そのものが戸外にある必要はなく、設置場所が戸外か屋内か

で第一種公衆電話か否かを区別する運用を見直すことが適当とした。 

ＮＴＴ東日本・西日本の説明によれば、残置の社会的要請が高いと想定され
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る施設として、病院や学校等に一定程度残置させる見込みとしているため、第

一種公衆電話の屋内設置についても検討を行った。 

 

１）委員からの意見 
 

委員からは、第一種公衆電話の設置場所について、主に以下の意見が出さ

れた。 

●現在、教育機関などは簡単に入ることができず、容易に利用ができるとは

言いがたい。そういった利用に制約があるところに置かれた第一種公衆

電話から削減すべきではないか。 

●学校等で携帯電話の持ち込みを禁止しているところもあり、個別に要否

を判断しつつ早期に削減するということでよいのではないか。 

 

２）事業者からの意見 
 

事業者からは、第一種公衆電話を残置する場所について、主に以下の意見

が出された。 

●東京都や大阪府等、設置基準より多く設置している地域を中心に、同一敷

地内において複数の第一種公衆電話が設置されていることもあるが、今

回の見直しを踏まえ、早期に撤去を進めていく。 

●第一種公衆電話は、原則として屋外の公道上又は公道に面した場所に設

置している。２割程度の電話機については屋内に設置されているが、駅や

空港構内あるいは公共施設・医療施設のロビー、教育機関の玄関口等、利

用を必要とする方々がアクセスしやすい場所に設置している。 

●学校であれば生徒の利用を想定しているなど、外部の人間が容易に入れ

ない場所に設置されているものがあるのは事実だが、設置に当たっては

不特定多数者が使えることが原則であり、公共性の高いところに置いて

あるものであっても、撤去に当たっては考慮の上進めていきたいと考え

ている。 

 

３）方向性 
 

第一種公衆電話は、社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を

確保する観点から、公道上、公道に面した場所その他の常時利用することが

できる場所又は公衆が容易に出入りすることができる施設内の往来する公

衆の目につきやすい場所に設置されるべきものである。 

一方、公共施設や医療施設、教育機関の施設内等、公共性の高い場所であ

りながら開放時間が限定され、かつ、利用者の対象も限定される場所での設

置については、施設内で携帯電話が利用できない、若しくは主な施設利用者

が携帯電話を所持していないといった事情から、公衆電話が最低限の通信

手段となる場合も想定される。 

このような対象時間や利用者が限定され、必ずしも公衆が常時又は容易
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に使用できるとは言い難い設置場所については、第一種公衆電話の設置の

趣旨を踏まえるとともに、当該電話機の利用実態等に基づく設置の必要性

を考慮した上で、第一種公衆電話としての設置の要否を検討すべきである。 

 

５ その他（第二種公衆電話の削減との関係） 

 

ＮＴＴ東日本・西日本の令和４年度事業計画における公衆電話（第二種公衆

電話含む）の削減台数は、両社が令和４年２月にユニバーサルサービス政策委

員会（第 25回）で説明した第一種公衆電話の削減予定台数より多く、第二種

公衆電話についても一定程度の削減を予定していることがわかった。 

こうしたことも踏まえ、第一種公衆電話の第二種公衆電話への転用の可否

について検討を行った。 

 

 

【令和４年度公衆電話削減計画】 

 

 
事業計画※１による 

公衆電話削減台数 

第一種公衆電話削減計画※２ 

による第一種公衆電話削減台数 

ＮＴＴ東日本 5,000台 
8,000台 

ＮＴＴ西日本 6,000台 
※１ 令和４年度事業計画（令和４年３月 31日認可） 

※２ 令和４年２月にユニバーサルサービス政策委員会（第 25回）で説明された計画 

 

 

１）事業者からの意見 
 

事業者からは、第一種公衆電話の第二種公衆電話への転用について、主に

以下の意見が出された。 

●第二種公衆電話は、ＮＴＴ東日本・西日本の負担・経営判断により採算性

を基準として設置しているものであり、法令により設置が義務づけられ

る第一種公衆電話とは性質が異なるものであることから、第一種公衆電

話の第二種公衆電話への転用は基本的に困難と考えている。 

●今回の削減においては、第一種公衆電話の撤去を第二種公衆電話より早

期に進めていく。 

 

２）委員からの意見 
  

委員からは、ＮＴＴ東日本・西日本の意見に対し、主に以下の意見が出さ

れた。 

●第二種公衆電話は採算重視であるため第一種公衆電話の第二種公衆電話

への転用は難しい、という説明には論理に飛躍があるのではないか。第一

種公衆電話と第二種公衆電話の撤去では、第一種公衆電話の撤去を最優
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先すべき。 

 

３）方向性 
 

第一種公衆電話は、最終的には利用者負担において維持しているもので

あり、設置基準より大幅に超過する台数を長期間利用者負担による補填の

対象としつつ、その間にＮＴＴ東日本・西日本が採算性を理由に第二種公衆

電話の撤去を進めることは、利用者の理解を得難いと考える。 

第二種公衆電話の撤去のために一定の人員を配置するのであれば、第一

種公衆電話の撤去のために当該人員を振り分けるなど、第一種公衆電話の

撤去に優先的に取り組むべきである。 

 

 

第３節 災害時用公衆電話の補填 

 

令和３年答申では、災害時用公衆電話について基本的にアクセス回線を補填

対象とすることが適当としつつ、「第一種公衆電話の効率化によって得られる費

用削減効果を見極めた上で、交付金全体の規模を適切に抑制する観点から、具体

的な補填の範囲や導入時期について、適時適切に判断する必要がある」としてい

る。 

また、災害時用公衆電話の補填に当たっては、「第一種公衆電話に係る交付金

の額も合わせた総額として国民への負担を増やさない」ことが求められており、

第一種公衆電話の効率化によって得られる費用削減効果を具体的に把握する必

要がある。 

このため、災害時用公衆電話の補填額の算定方法の在り方については、撤去費

用を含む第一種公衆電話への補填額との合計額も踏まえた上で検討を行った。 

 

１）事業者からの意見 
 

事業者からは、災害時用公衆電話の補填額算定方法について、主に以下の

意見が出された。 

●災害時用公衆電話の維持コストは、公衆電話機能の接続料に加算するこ

とで、ＮＴＴ東日本・西日本を含めた電気通信事業者全体で維持費を負担

してきたが、災害時用公衆電話をユニバーサルサービスとして維持して

いくことを踏まえれば、これに係るコストについては、原則、全額を補填

の対象として整理することが妥当。 

●全額を補填の対象とすることが困難な場合、補填の対象外となる部分に

ついては、今後も引き続き接続料で精算する等、負担の公平性を確保する

ための仕組みが必要。 

●アクセス回線の費用については、ＩＰ網への移行による影響はない。 
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２）委員からの意見 
 

委員からは、主に以下の意見が出された。 

●ＳＴＥＰ１終了時よりも早い時期に、災害時用公衆電話の補填について検

討が開始できるよう、削減計画や削減効果の状況をＮＴＴ東日本・西日本か

ら聴取し、検討の時期を前倒しできるように注視していくことが必要。 

 

３）方向性 
 

災害時用公衆電話に係る費用については、現在、アクセス回線費用が接続

料に転嫁され、電気通信事業者全体で維持費を負担してきたことに鑑み、ユ

ニバーサルサービス基金による補填においても、令和３年答申で示したと

おり、対象をアクセス回線部分のみとすることが適当である。 

一方、災害時用公衆電話の補填は、国民負担を増やさない範囲で行われる

べきものであるため、第一種公衆電話削減の具体的な効果を踏まえた上で、

補填開始時期や具体的な算定方法について検討を行う必要がある。 

このため、初期の折衝期間終了後若しくはＳＴＥＰ１期間中から、第一種

公衆電話の削減効果やＮＴＴ東日本・西日本が作成する削減計画を踏まえ、

以下の点について検討を行うべきである。 

・第一種公衆電話の削減を行う直前の令和３年度決算値を基に算定される

補填額（令和４年度申請分）を基準に、令和４年度以降の第一種公衆電話

の設置に係る補填額の差額を「費用効率化効果額」とし、当該額が撤去費

用を上回ることになった場合に、災害時用公衆電話への補填を開始する

こと。 

・災害時用公衆電話の補填は、基本的に全額をユニバーサルサービス交付金

の対象とすることが望ましいが、災害時用公衆電話への補填開始後の「補

填対象額」と「費用効率化効果額」との差額の扱い（補填開始の時期と併

せて検討を行う。）。 

 

【補填のイメージ】 
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第５章 おわりに 

本答申は、令和３年 12月に総務大臣より諮問された「固定電話を巡る環境変

化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の在り方」について検討を

行い、その結果を取りまとめたものである。総務省及びＮＴＴ東日本・西日本に

おいては、本答申を踏まえ所要の措置を講じられたい。 

 

まず、「ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う接続料負担及び補填の在り方等」

に関しては、 

・ ワイヤレス固定電話に関する接続料及び補填額の算定方法等について、令

和５年度第２四半期以降に同電話の提供開始が予定されていることを踏ま

え、総務省において早急に制度整備を行うこと。 

 

次に、「ＩＰ網への移行に伴う補填の範囲の在り方等」に関しては、 

・ 離島特例通信をユニバーサルサービスの対象外とすること、及び第一種公

衆電話の市内通信の算定方法の変更については、ＩＰ網への移行に伴い距

離別通信の廃止が予定されていることを踏まえ、総務省において早急に制

度整備を行うこと。 

・ ＩＰ網への移行期間中の補填額算定方法については、長期増分費用モデル

研究会における検討結果を反映し、令和５年度の補填額算定から新たな算

定方法を適用できるように、総務省において早急に制度整備を行うこと。 

 

 最後に、「公衆電話の設置基準の変更に伴う第一種公衆電話の削減と補填の在

り方」に関しては、 

・ 第一種公衆電話の補填の在り方については、本年度実績より対象となるこ

とから、総務省において早急に制度整備を行うこと。 

・ ＮＴＴ東日本・西日本は、ユニバーサルサービス政策委員会での検討も踏

まえ、総務省に報告した第一種公衆電話の削減計画に着実に取り組むこと。 

・ 総務省は、初期折衝期間終了後以降の検討に向け、ＮＴＴ東日本・西日本

の削減計画の進捗をフォローすること。 
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委員 石井
い し い

 夏生
か お

利
り

 中央大学 国際情報学部 教授 

委員 泉本
いずもと

 小夜子
さ よ こ

 公認会計士 

委員 江崎
え さ き

 浩
ひろし

 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授 

委員 大橋
おおはし

 弘
ひろし

 東京大学 大学院 経済学研究科 教授 

委員 熊谷
くまがい

 亮
みつ

丸
まる

 株式会社大和総研 副理事長 

委員 高橋
たかはし

 利
とし

枝
え

 
早稲田大学 教授／ケンブリッジ大学 

「知の未来」研究所 アソシエイト・フェロー 
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接続政策委員会 名簿 
 

（令和３年４月１日現在 敬称略） 

 氏名 主要現職 

主査 

専門委員 相田
あ い だ

 仁
ひとし

 東京大学 大学院 工学系研究科 教授 

主査代理 

専門委員 佐藤
さ と う

 治
はる

正
まさ

 甲南大学 名誉教授 

委員 森川
もりかわ

 博之
ひろゆき

 東京大学 大学院 工学系研究科 教授 

専門委員 関口
せきぐち

 博
ひろ

正
まさ

 神奈川大学 経営学部 教授 

専門委員 高橋
たかはし

 賢
まさる

 
横浜国立大学 大学院 国際社会科学研究院 

教授 

専門委員 西村
にしむら

 暢史
のぶふみ

 中央大学 法学部 教授 

専門委員 西村
にしむら

 真由美
ま ゆ み

 
公益社団法人全国消費生活相談員協会 IT 研究

会代表 

専門委員 山下
やました

 東子
は る こ

 大東文化大学 経済学部 教授 
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ユニバーサルサービス政策委員会 名簿 
 

（令和３年２月９日現在 敬称略） 

 氏名 主要現職 

主査 

専門委員 三友
み と も

 仁
ひと

志
し

 早稲田大学 大学院 アジア太平洋研究科 教授 

主査代理 

専門委員 関口
せきぐち

 博
ひろ

正
まさ

 神奈川大学 経営学部 教授 

委員 岡田
お か だ

 羊
よう

祐
すけ

 一橋大学 大学院 経済学研究科 教授 

専門委員 大谷
おおたに

 和子
か ず こ

 株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長 

専門委員 春日
か す が

 教測
のりひろ

 甲南大学 経済学部 教授 

専門委員 砂田
す な だ

 薫
かおる

 
国際大学 グローバル・コミュニケーション・ 

センター 主幹研究員 

専門委員 長田
な が た

 三
み

紀
き

 情報通信消費者ネットワーク 

専門委員 藤井
ふ じ い

 威生
た け お

 
電気通信大学 先端ワイヤレス・コミュニケー 

ション研究センター 教授 
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諮 問 第 1 2 3 3 号 

令和３年 12 月８日 

 

情報通信審議会 

  会長 内山田 竹志 殿 

 

 

総務大臣 金子 恭之 

 

 

諮 問 書 

 

 

下記について、別紙により諮問する。 

 

 

記 

 

 

固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の

在り方 
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別紙 

諮問第 1233号 

固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の

在り方 

１ 諮問理由 

 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正す

る法律（令和２年法律第 30号）の施行により、令和３年４月１日から、東日

本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本・西日

本」という。）は、一定の要件を満たす場合に限り、総務大臣の認可を得て、

他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務の提供を行うことが

可能となった。これを受けてＮＴＴ東日本・西日本がワイヤレス固定電話の提

供開始を令和４年度第４四半期以降に予定しているところ、ユニバーサルサ

ービス交付金制度に基づく補塡及び接続料の在り方を検討する必要がある。 

また、ＮＴＴ東日本・西日本が提供する加入電話については、公衆交換電話

網（以下「ＰＳＴＮ」という。）の設備（中継交換機・信号交換機）が令和７

年頃に維持限界を迎える中で、令和４年度以降、ＰＳＴＮからＩＰ網へ疎通ル

ートの切替が行われる予定である。このようなＩＰ網への移行に当たり、ＩＰ

網への移行に伴うユニバーサルサービスの範囲の在り方及びＩＰ網への移行

期間中におけるユニバーサルサービス交付金制度に基づく補塡額算定の在り

方を検討する必要がある。 

さらに、令和３年７月の貴審議会答申「社会経済環境の変化に対応した公衆

電話の在り方」において、災害時用公衆電話に係る補塡について、第一種公衆

電話に係る交付金の額も合わせた総額として国民への負担を増やさない範囲

で検討を進めることが必要等の提言を受けており、具体的な補塡の範囲等に

ついて、検討を行う必要がある。 

以上により、固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス

交付金制度等の在り方について諮問するものである。 

２ 答申を希望する事項 

（１）ワイヤレス固定電話の提供開始に伴うユニバーサルサービス交付金制度

に基づく補塡及び接続料の在り方 

（２）ＩＰ網への移行に伴うユニバーサルサービスの範囲の在り方 

（３）ＩＰ網への移行期間中におけるユニバーサルサービス交付金制度に基づ

く補塡額算定の在り方 

（４）災害時用公衆電話を含めた公衆電話補塡額算定方法の在り方 

（５）その他必要と考えられる事項 

３ 答申を希望する時期 

  令和４年９月目途 

４ 答申が得られたときの行政上の措置 

  今後の情報通信行政の推進に資する。 
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電気通信事業政策部会並びに 

接続政策委員会及びユニバーサルサービス政策委員会  

開催状況 
 

 開催日・開催方法 議題等 

電気通信事業政策部会 

（第 60回） 

令和３年 12月８日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度等の在り方」について

（諮問事項に係る議論） 

接続政策委員会 

（第 59回） 

令和３年 12月 22日 

※オンライン会議 

「ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う接続料

の在り方」について 

（諮問事項に係る議論） 

ユニバーサル 

サービス政策委員会 

（第 24回） 

令和４年１月７日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度の在り方」について 

（諮問事項に係る議論） 

接続政策委員会 

（第 60回） 

令和４年１月 26日 

※オンライン会議 

「ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う接続料

の在り方」について 

（事業者ヒアリング） 

ユニバーサル 

サービス政策委員会 

（第 25回） 

令和４年２月 15日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度の在り方」について 

（事業者ヒアリング） 

ユニバーサル 

サービス政策委員会 

（第 26回） 

令和４年３月 17日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度の在り方」について 

（事業者ヒアリング） 

接続政策委員会 

（第 61回） 

令和４年４月 20日 

※オンライン会議 

「ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う接続料

の在り方」について 

（事業者ヒアリング） 

ユニバーサル 

サービス政策委員会 

（第 27回） 

令和４年４月 28日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度の在り方」について 

（事業者ヒアリング及び論点整理） 

ユニバーサル 

サービス政策委員会 

（第 28回） 

令和４年５月 23日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度の在り方」について 

（事業者ヒアリング及び論点整理） 

ユニバーサル 

サービス政策委員会 

（第 29回） 

令和４年６月 27日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度の在り方」について 

（事業者ヒアリング） 

資料５ 
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ユニバーサル 

サービス政策委員会 

（第 30回） 

令和４年７月 11日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度の在り方」について 

（論点整理） 

接続政策委員会 

（第 62回） 

令和４年７月 11日 

※オンライン会議 

「ワイヤレス固定電話の提供開始に伴う接続料

の在り方」について 

（論点整理） 

接続政策委員会 

（第 63回）・ 

ユニバーサル 

サービス政策委員会 

（第 31回） 合同会合 

令和４年７月 19日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度等の在り方」について 

（報告書取りまとめ） 

電気通信事業政策部会 

（第 62回） 

令和４年７月 26日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度等の在り方」について 

(答申（案）取りまとめ) 

接続政策委員会 

（第 64回）・ 

ユニバーサル 

サービス政策委員会 

（第 32回） 合同会合 

令和４年９月７日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度等の在り方」について 

（答申（案）に対する意見及びその考え方（案）

について） 

電気通信事業政策部会 

（第 63回） 

令和４年９月 20日 

※オンライン会議 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバ

ーサルサービス交付金制度等の在り方」について 

（答申取りまとめ) 

 


